
鯖 江 市 農 業 委 員 会  

第 ８ 回 総 会  

議 事 録  
 

 

１  日   時   令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ８ 日 （ 水 ）  

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会  

午 後 ２ 時 １ ０ 分 閉 会  

２  場   所   鯖 江 市 役 所  ４ 階  多 目 的 ホ ー ル  

３  議   事  

(１) 議案第４０号 農地法第４条の許可申請審議について 

(２) 議案第４１号 農地法第５条の許可申請審議について 

４  報 告 事 項  

(１) 報告第１９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

(２) 報告第２０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

(３) 報告第２１号 非農地証明の発行について 

 

５  議   長   福 島 会 長  

６  署 名 委 員   ５ 番  佐 々 木 一 弥 委 員  １ １ 番  河 野 通 弘 委 員  

７  事 務 局   斎 藤 事 務 局 長 、 松 田 事 務 局 次 長  

山 本 書 記  

 

 

   午 後 １ 時 ３ ０ 分  開 会  

事 務 局  

 

事 務 局  

 

事 務 局  

 

 

福 島 会 長  

※以下議長 

そ れ で は 開 会 に あ た り 、 欠 席 委 員 の 報 告 を し ま す 。  

 

 （ 欠 席 委 員 の 報 告 ）  

 

つ づ き ま し て 、 福 島 会 長 か ら ご 挨 拶 を お 願 い し ま す 。 

引 き 続 き 、 議 事 進 行 を 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

 

 議 長 就 任 挨 拶  

 



 

議 長  

 

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

議 長  

 

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

た だ い ま か ら ８ 月 の 農 業 委 員 会 総 会 を 開 会 い た し ま

す 。本 日 の 議 題 に つ き ま し て は 、お 手 元 の 資 料 の と お り

で す 。  

ま ず 、議 事 録 署 名 委 員 の 選 任 を お 願 い し た い と 思 い ま

す が 、私 の ほ う か ら 指 名 し て よ ろ し い か お 諮 り い た し ま

す 。  

 

異 議 な し  

 

で は 、 ５ 番  佐 々 木  一 弥  委 員 、 1 1 番  河 野  通 弘  委 員  

に お 願 い し ま す 。  

 

次 に 、農 地 調 整 部 会 の 報 告 を 、農 地 調 整 部 会 長 か ら お

願 い し ま す 。  

 

 

８ 月 の 農 地 調 整 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  

８ 月 ２ ６ 日  月 曜 日 、 わ た し ほ か ８ 名 の 出 席 で 、 農 地

調 整 部 会 を 開 催 し ま し た 。  

当 日 は 、部 会 に 先 立 ち 、午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら 私 、水 嶋

と 北 川 委 員 の ２ 名 に よ り 、４ 条 お よ び ５ 条 関 係 の 転 用 案

件 な ど 約 ２ 時 間 に わ た り 現 地 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

審 議 の 内 容 に つ い て は 、後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に 、ご

報 告 い た し ま す 。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

そ れ で は 次 に 議 事 に 入 り ま す 。  

ま ず 始 め に 、「 議 案 第 ４ ０ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申

請 審 議 に つ い て 」上 程 し ま す 。事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を

願 い ま す 。  

 

４ 条 申 請 番 号 １ （ 柳 町 ３ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 集 合 住 宅 （ １ 棟 、 ８ 室 ） の 建 設 を 目 的 と

し て 、 田 の 転 用 申 請 を 行 う も の で す 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 東 側 は 現 況 宅 地 の 田 、 北 側 、 西 側 は 市 道

、 南 側 は 宅 地 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 1 種 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農

地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。 

 

 

議 案 第 ４ ０ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て  

審 議 の 結 果 、全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り ま し  

た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

 

た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 説 明 の と お り 、 承 認 し て よ ろ し い か 採 決 い た

し ま す 。  

  

 賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

  

 挙 手  

  

 全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ ０ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し

た 。 よ っ て 、 許 可 と い た し ま す 。  

 

 次 に 、「 議 案 第 ４ １ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 」 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま

す 。  

  

５ 条 申 請 番 号 １ （ 杉 本 町 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 譲 受 人 が 、 従 業 員 用 駐 車 場 の 設 置 （ ５ 台 ）

を 目 的 と し て 、 田 、 畑 の 所 有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 東 側 は 宅 地 、 西 側 、 南 側 は 雑 種 地 、 北 側 は

宅 地 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

  

５ 条 申 請 番 号 ２ （ 上 戸 口 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）   

本 申 請 は 、 住 宅 建 築 を 目 的 と し て 、 田 に 使 用 貸 借 権 を

設 定 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 東 側 は 宅 地 、 西 側 は 畑 、 南 側 は 市 道 、 北 側

は 雑 種 地 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 住 宅 が 連 坦 す る 地 域 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は 、 譲 渡 人 の 所 有 地 で あ り 、 事 業 計 画 に つ い

て 了 承 し て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ３ （ 下 新 庄 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 資 材 置 場 の 設 置 を 目 的 と し て 、 田 の 所 有 権

を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は ２ か 所 あ り ま す 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 側 の 申 請 地 は 、 東 側 、 西 側 は 市 道 、 北 側 は 不 耕 作 の 田

、 南 側 は 、 不 耕 作 の 田 と 宅 地 に 接 し て お り ま す 。  

ま た 、 南 側 の 申 請 地 は 、 東 側 は 市 道 、 北 側 は 不 耕 作 の 田

、 南 側 は 宅 地 、 西 側 は 、 不 耕 作 の 田 に 接 し て お り ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 用 排 水 路 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 住 宅 が 連 坦 す る 地 域 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 と の 境 界 に は 、 土 畔 や 畔 ブ ロ ッ ク を 設 置 し 、

土 砂 流 出 を 防 ぎ ま す 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ４ （ 東 鯖 江 ２ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 工 場 （ 眼 鏡 ） の 設 置 を 目 的 と し て 、 田 の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 は 市 道 、 南 側 は 県 道 、 東 側 、 西 側 は 宅

地 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 等 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 準 工 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判

断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ５ （ 鳥 羽 ２ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 宅 地 分 譲 （ ２ １ 区 画 ） を 目 的 と し て 、 田 の

所 有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 は 市 道 、 南 側 は 用 悪 水 路 、 東 側 は 田 、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 側 は 道 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 調 整 池 を 通 り 、 南 側 の 農 業 用 排 水 路 に 排 水 し ま

す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 低 層 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

東 側 の 隣 接 農 地 に Ｌ 型 擁 壁 す る た め 、 土 砂 流 出 は あ り

ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ６ （ 水 落 町 ４ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 宅 地 造 成 ・ 住 宅 建 設 を 目 的 と し て 、 畑 の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 は 道 、 東 側 は 市 道 、 西 側 は 宅 地 、 南 側

は 不 耕 作 の 畑 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

南 側 の 隣 接 農 地 に 現 場 打 ち の コ ン ク リ ー ト 擁 壁 を 施 工

す る た め 、 土 砂 流 出 は あ り ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ７ （ 五 郎 丸 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 宅 地 分 譲 （ ４ 区 画 ） を 目 的 と し て 、 田 の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 は 市 道 、 西 側 は 宅 地 、 南 側 は 不

耕 作 の 田 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 中 高 層 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農

地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

南 側 の 隣 接 農 地 に 土 留 め の た め の ブ ロ ッ ク を 施 工 す る

た め 、 土 砂 流 出 は あ り ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

※ 転 用 農 地 の 南 側 と 東 側 は 、 道 路 の 高 さ と 同 じ ぐ ら い ま

で す で に 埋 ま っ て い る た め  

 

５ 条 申 請 番 号 ８ （ 杉 本 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 駐 車 場 （ ２ 台 ） の 設 置 を 目 的 と し て 、 畑 の

所 有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 、 南 側 は 宅 地 、 西 側 は 市 道 と 接

し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 宅 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ９ （ 平 井 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 住 宅 建 設 を 目 的 と し て 、 田 （ 現 況 畑 ） の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 、 南 側 は 宅 地 、 西 側 は 市 道 と 接
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水 嶋 委 員  

 

し て い ま す 。  

ま た 、 申 請 地 の 一 部 は 非 農 地 と な っ て お り 、 そ の こ と

に つ き ま し て 始 末 書 が 提 出 さ れ て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 住 宅 が 連 坦 す る 地 域 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

５ 条 申 請 番 号 １ ０ （ 二 丁 掛 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 住 宅 建 設 を 目 的 と し て 、 田 （ 現 況 畑 ） の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 は 市 道 、 西 側 は 県 道 、 南 側 は 宅

地 と 接 し て い ま す 。  

た だ し 、 土 地 を 分 筆 し 利 用 す る た め 、 申 請 地 の 西 側 、

南 側 は 畑 地 と な り ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 農 業 用 用 水 路 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 住 宅 が 連 坦 す る 地 域 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

西 側 、 南 側 の 隣 接 農 地 へ の 影 響 を 低 減 す る た め 、 砕 石

を 施 工 し ま す 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 は 譲 受 人 の 親 族 で あ り 、 事 業 計

画 に つ い て 説 明 済 み で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。  

 

  

 議 案 第 ４ １ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て  

審 議 の 結 果 、 全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り ま し
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議 長  

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る

方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４

１ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 農 地

調 整 部 会 長 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い

た し ま す 。  

な お 、番 号 ６ 番 は 福 井 県 農 業 会 議 の 意 見 を 聴 い た う え

で 許 可 と い た し ま す 。  

 

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ １ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し

た 。  

 

次 に 、 報 告 事 項 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 報 告 第 １ ９ ～ ２ １ 号 に つ い て 説 明 ）  

 

最 後 に 事 務 局 か ら 連 絡 事 項 を お 願 い し ま す 。  

   

 （ 連 絡 事 項 ）  

 

そ れ で は 、 本 日 の 日 程 は こ れ で す べ て 終 了 い た し ま し

た 。 お 疲 れ 様 で し た 。  

午 後 ２ 時 １ ０ 分 閉 会  

 


